
 

役員給与支給規程 

 

 （総則） 

第１条 社団法人 科学技術国際交流センタ－の役員の給与に関する事項は、この規程に

定めるところによる。 

  （給与の種類） 

第２条 常勤役員の給与は、本給及び期末手当並びに通勤手当とする。 

  （本給額） 

第３条 常勤役員の本給の月額は、別に定めるところによる。 

  （支給方法） 

第４条 本給は、毎月１７日に支給する。ただし、その日が休日に当たるときは、その日

前において その日に最も近い休日でない日に繰り上げて支給する。 

  （給与の日割り計算等） 

第５条 新たに常勤役員となった者には、当該月は本給を日割りで計算した額により支給

する。 

２ 常勤役員が離職したときは、当該月は 本給を日割りで計算した額により支給する。 

３ 常勤役員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の本給の全部を支給する。 

  （期末手当） 

第６条 期末手当は、６月１７日及び１２月１７日（これらの日が休日に当たるときは、

その日前においてその日に最も近い休日でない日）に、前月末日（以下これらの日を「基

準日」という。）に在職する常勤役員及び支給日の属する月の前月に退職または死亡し

た常勤役員に対して支給する。 

２ 期末手当の支給額は、基準日現在において常勤役員が受けるべき本給の月額を基礎と

して、別に定める基準により計算した額に、基準日以前６ヶ月以内の期間におけるその

者の在職期間の区分に応じて、別に定める割合を乗じて得た額を基準として、理事長が

別に定める額とする。 

  （出向者） 

第７条  常勤役員のうち他の機関から出向等による者の給与について、この規程に拠りが

たいときは、出向契約書等に基づいて取り扱うものとする。 

 



 

  （運用規則） 

第８条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

      付 則 

  この規程は、平成５年４月１日から適用する。 

      附 則（１１規程第８号） 

  この規程は、平成１１年５月１９日から施行する。 

      附 則（１５規程第１号） 

  この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

            役員給与支給規程運用規則     

 

（目的） 

第１条  この規則は、役員給与支給規程（以下「規程」という。）の実施に当たり、常勤

 役員の本給等必要な事項を定めることを目的とする。 

（役員の本給月額） 

第２条 規程第３条に規定する常勤役員の本給月額は、次の各号のとおりとする。 

（１） 専務理事  ９１４,３００円 

（２）  常務理事    ８１４,４００円 

（期末手当） 

第 3 条 支給規程第６条に規定する期末手当の額は、原則として、それぞれの基準日現在

（退職し、又は死亡した日現在）において常勤役員が受ける本給の月額に、６月に支給

する分については１００分の２１０、１２月に支給する分については１００分の２３０

をそれぞれ乗じ、更に基準日以前の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて別表

に定める割合を乗じて得た額を基準として、理事長が定める額とする。 

      附 則 

  この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

      附 則（１１規則第３号） 

 この規則は、平成１１年５月１６日から施行する。ただし、別表は、平成６年４月１日

から適用する。 

      附 則（１３規則第１号） 

 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附  則 (１４規則第４号) 

 この規則は、平成 14 年 5 月 31 日から施行する。 

附  則 (１４規則第 5 号) 

 この規則は、平成 15 年 1 月 1 日から施行する。ただし、第 3 条は、平成 14 年 12

月 1 日から適用する。 

      附 則（１５規則第２号） 

 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

 



 

 

      附 則（１６規則第１号） 

 この規則は、平成１６年５月３１日から施行する。 

 

 

 

 

別表 

 

          

        在  職  期  間           
 

 基準日が５月３１日である場合 

 

基準日が１１月３０日 

である場合 

 

    

    割  合 

 

３ヶ月 

 

６ヶ月 

 

１００分の１００

 

２ヶ月１５日以上３ヶ月未満 

 

５ヶ月 以上 ６ヶ月未満

 

 １００分の８０ 

 

１ヶ月１５日以上２ヶ月１５日未満

 

３ヶ月 以上 ５ヶ月未満

 

 １００分の６０ 

 

１ヶ月１５日未満 

 

３ヶ月未満 

 

 １００分の３０ 

 

 

 

 

 

 

 


